
令 和 ８ 年 度 防 犯 パ ト ロ ー ル 組 み 合 わ せ 表
コピー禁止・部外秘
作成日 4 21

※　パトロールに関しては全員防犯ジャンパー又は防犯ベストを着用する。
※　パトロールの集合場所と解散場所は町内会館とする。
※　パトロール日時は原則として第２、第４金曜日　午後８時～午後９時とするが各グループの都合により変更も可とする。
※　危険に遭遇したら立ち向かわないで避難し、即警察に通報する。
※　●印：パトロールチーフ
※　パトロール時異常事態発生・不具合箇所発見の時は速やかに会長に報告する。

月
日 8 22 12 26 10 24 14 28 11 25 9 23 13 27 4 11 18 25 8 22 12 26 12 26

町内会役員 ● ● ● ●

町内会顧問 〇 〇 〇 〇

親寿会（役員の中から１名 〇 〇 〇 〇

民生委員 〇 〇 〇 〇

民生委員 〇 〇 〇 〇

町内会役員 ● ● ● ●

中学校部会 〇 〇 〇 〇

子供会 〇 〇 〇 〇

子供会 〇 〇 〇 〇

子供会 〇 〇 〇 〇

町内会役員 ● ● ● ●

朝日 1組 〇 〇 〇 〇

朝日 3組 〇 〇 〇 〇

南台 3組 〇 〇 〇 〇

南台 5組 〇 〇 〇 〇

町内会役員 ● ● ●

南台 8組 〇 〇 〇

南台 10組 〇 〇 〇

江川 1組 〇 〇 〇

江川 2組 〇 〇 〇

町内会役員 ● ● ●

江川 4組 〇 〇 〇

江川 9組 〇 〇 〇

江川 10組 〇 〇 〇

町内会役員 ● ● ●

あすなろ 3組 〇 〇 〇

あすなろ 9組 〇 〇 〇

あすなろ 10組 〇 〇 〇

あすなろ 11組 〇 〇 〇

町内会役員 ● ● ●

会計監査 〇 〇 〇

あすなろ 17組 〇 〇 〇

あすなろ 18組 〇 〇 〇

あすなろ 19組 〇 〇 〇
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